
 

記載箇所（表面） 

【扶養親族がいる場合】 

配偶者や子等の氏名、生年月日等について間違いのないよ

う記入してください。併せて個人番号も記載してくださ

い。（親族分の個人番号のコピーは添付不要です） 

【16 歳未満扶養親族がいる場合】 

こちらに記入してください。 

【本人や扶養親族が障害をお持ち、ひとり親等の場合】 

障害をお持ちの方は、交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障がいの等級を上記

「障害者又は勤労学生の内容」に記載してください。同一生計配偶者または扶養親族の場合

には、併せてその人の氏名（特別障害者であるときは同居の有無）を同じく上記に記載して

ください。 



本書類は記載や書類貼付の上提出する書類です。破損等ないよう取扱につきご注意下さい 

 
 

マイナンバー（個人番号）制度運用に伴う本人及び扶養親族等のマイナンバー提供のお願い 
 

給与所得税計算のための資料として、事業所としては令和○年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書を採

用者である皆様から提出していただく必要があります。 
また、マイナンバー（個人番号）制度における税や社会保障の分野での運用が平成２８年１月から開始された

ことに伴い、皆様並びに扶養親族等のマイナンバーについて収集する必要があります。 
つきましては、上記２種の手続きを兼ねる資料として、本書類「令和○年分 給与所得者の扶養控除等（異動）

申告書」を記載等のうえご提出頂くようご協力の程よろしくお願いします。 
 
１、今回の手続きの趣旨 

   ・「令和○年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の提出 
・マイナンバー制度運用に伴う本人及び扶養親族等のマイナンバーの収集 

    
２、マイナンバーの利用目的 

   源泉徴収票・法定調書作成事務、健康保険・年金届出事務、国民年金第３号被保険者届出事務、労働保

険届出事務（雇用保険、労災保険関係）、財形貯蓄関連事務、児童手当法による児童手当又は特例給付

の支給にかかる事務、その他上記事務手続きに関連する事務に使用します。 
 
 

３、記入要領等概要（詳細は別資料「手順の詳細【採用者予定者用】」をご覧ください） 

    

①  表面「令和○年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」について、印字事項等 
↓ を確認しながら、内容の確認・修正等を行ってください。修正がある場合は赤字で訂正をお願いし

ます。押印は必要ありません。 
②  ①による内容の確認・修正後、本人及び扶養親族にかかるマイナンバーを記入して下さい。 

   ↓  ※扶養親族がある方については、その方々のマイナンバーの記入も必須です。扶養親族からマイ

ナンバーの提供を受ける際は、本人確認が必要です 
③  本通知書下段の「マイナンバーカードの写し貼付欄」に本人のみのマイナンバーカード 

（個人番号カード）もしくは通知カードの写しを貼付してください。 
↓  ※扶養親族等がいる場合であっても、貼付が必要な

のは本人分のみです。扶養親族等分の写しは貼付しないでください。マイナンバーカードの写

しを貼付する場合は、両面の写しをご提出ください。 
④  上記③まで完了後、本書類を人財課給与労務係に提出して下さい。 

    
４、人財課への提出期限 

令和 年 月 日（ ） 
 

４、人財課への提出期限 

年 月 日（） 
 
 

       

 

 

   

   

 

 

 

 

記載例（裏面） 

・マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は、カードの表面・裏面の写

しを取り貼付して下さい。 

・通知カードの場合は、マイナンバー記載の面のみを貼付して下さい。 

・扶養親族等の分の貼付はしないで下さい。 

・のり、セロテープ等を使用し、しっかり固着して下さい。 

 

 


